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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：医政局指導課   

事業名  救急医療体制の基盤整備・強化   

基本目標Ⅰ  
安心・信額してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標1   

位置付け   地域において必要な医療が提供できる体制を整備すること  
施策目．標2－1  

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること   

① 平時から地域全体で医療機関の専門性について情報共有し、病状に応じた適切な医療を  
提供できる医療機関・診療科へ患者を効率的に振り分けることができる体制を整備する。  

事業の概要         ② 平成18年度補正予算より小児初期救急センターの施設・設備整備の補助を行っている  
が、新たに運営費を補助する事業を実施し、設置の促進を図る。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  尉l  無  その他  
（理由）  

救急医嫉を含む地域医療の確保については、地域差を生じることがないよう、行政機  
関が主体的に取り組む必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 佑■l  無  その他  
（理由）  

救急医療機関の整備は地方（都道府県）においても重要な課題ではあるが、全国どの  
地域においても国民全てが一定水準の医療を享受できるような体制の必要性からする  
と、国としても支援をしていく必要がある∩  
民営化や外部委託の可否  可  陪l  

（理由）  

民間の医療機関等の取り組みにかかる費用の一部を補助する事業であることから、事  
業の性質j二、民営化や外部委託は困難である。  

他の類似事業（仙省庁令を含む）がある場ノ今の苺複の有無  佑■l   無  
（有の場合の整理の考え方）  

従前より国の補助事業として救急医療対策事業があるため、補助が重複しないよう、  
交付要綱等に明記する。  

事業の有効性】  

施策に関する  本事業実施により、第二次救急医療体制等の強化が図られ、円滑な救急搬送受入体制  

評価結果の概  
が確立されることにより、受入困難事例の解消が期待できる。  

要と達成すべき  
目標等  

第二次救急医療体制の強化により、さらに重篤な救急患者を診療する第三次救急医療  
機関の負担が軽減され、救急医療体制全体の強化に繋がる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額二・′14，671百万円（医療提供体制推進事業費補助金の内数））  



【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  当該事業の補助件数  当該事業の実施状況を見る指標  
（調査名・資料出所、備考）  
・ 医政局指導課調べによる。  

参考指標  本事業と指標の関連についての説明  
1  管制塔を担う医療機関の設  

置か所数  
2  小児初期救急センターの設  

置か所数  
（調査名・資料出所、備考）  
・ 医政局指導課調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥医政局Ⅰ医事課   

事業名  女性医師保育等支援事業   

基本目標Ⅰ  
安心・信額してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること  
施策目標2－1  

今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること   

子育て中の女性医師に対し、勤務形態に合わせて女性医師に代わり保育にあたる者や場所（保育  
サポーター、保育所等）を紹介したり、短時間正規雇用制度の活用や女性医師特有の個別具体的な  

事業の概要        問題について、相談するための受付・相談窓口を設置し、女性医師の離職防止及び再就業の促進を  
図る。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）l 貯】  無  その他  
（理由）  

政府・与党でまとめた「緊急医師確保対策について」（平成19年5月31日）で「女性  
医師等の働きやすい職場環境の整備」を掲げており、行政からの積極的支援が必要であ  
る。  

で行う必要性の有無（主に回と地方の役割分担の観点から）】 括▲l  無  その他  
（理由）  

医師確保対策については、政府・与党でまとめた「緊急医師確保対策について」（平  
成19年5月31日）で国の行うべく施策の柱であり、国が責任をもって関与していくこと  

（理由）  

女性医師の保育等支援を行うことは、国が責任をもって関与するとともに県内の医師  
確保の観点から各都道府県が積極的に関与する必要があり、民営化や外部委託にはなじ  
まないものである∩  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性    子育て中の女性医師に保育等支援を行うことにより、女性医師の働きやすい環境が整  
施策に関する  備され、離職防止や再就業の促進が図られ、医師の確保につながる。  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

受付・相談窓口を設置することにより、保育にあたる者が情報提供等を活用すること  
ができ、これまで女性医師自身のみで行っていた保育先の選定や確保を効率的に行うこ  
とができる 

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：181百万円）  



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1  保育相談女性医師数  本事業の実施により、保育相談を行う女性医師が増え、  

の態様に見合った女性医師の就業が可能となる（  
2  医療施設従 （単位：人）（－）    勤務      事女性医師数    本事業の実施により、女性医師の離職防止・再就業促  

（単位：人）（－）  進につながり、就業女性医師数が増加する。  
（調査名・資料出所、備考）  

2．「医師・歯科医師・薬剤師調査」（大臣官房統計情報部調べ）（隔年の12月31日現在）  
による。  
【参考】厚生労働省ホームページhttp：／／wwwdbtk．mhlw．go．jp／toukei／data／180／2006／  

toukeihyou／0006337／tO139929／ISIOO39＿001．html  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨   

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名＝健康局結核感染症課  

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（新型インフルエンザ関係機関連携事業経費）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  

政策体系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  
位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザ発生時における医療体制の整備を行うため、関係団体、関係機関（協力医療  
機関、保健所、防災関係、地域医師会、市町村等）が横断的に連携するための協議会を設置し、二  

事業の概要        次医療圏ごとに保健所を中心とした医療体制について、必要な検討を行うために必要な経費を補助  
する。二次医療圏で行う訓練に補助する。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）   括1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、国、都道府県が主導し、医  
療体制を整備する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
と・して、被害を最小限に食い止めるための医療体制の確保について施策を行うことは必  
要である∩  

可  「否t  

（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

施策に関する  事業の有効ノ性l    新型インフルエンザが発生した場合に必要な医療体制について協議会で検討を行うこと   

評価結果の概  や、訓練を行うことで地域の医療体制を確保することができる（  

要と達成すべき  
目標等  

新型インフルエンザが発生したとき、必要な医療体制を確保されていることが新型イン  
フルエンザのまん延防止につながり、被害を最小限にするためにも必要である。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：340百万円）  



アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1協議会の開催数（全二次医    医療体制について地域で十分検討することは必要であ  
療圏での実施／21年度）  るハ  

（調査名・資料出所、備考）  
指標は、健康局結核感染症課調べ。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名＝健康局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（新型インフルエンザ普及啓発費）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  

政策体系上の 位置付け           感染症など健廉を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  
と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザの発生に備え、国民に対する正しい知識の普及啓発を図るため、リスクコ  
事業の概要     ミュニケーション計画の策定やポスター・DVD・ガイドブックの作成、HPによる情報提供、イ  

ベントやシンポジウムの開催等を実施する   

【評価結果の概要】  

関与の必要件の有無（主に官民の役割分担の観点から）  l 佑1  無   その肌  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、正しい知識を普及する必要  
がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 佑1  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最小限に食い止めるための施策を行うことは必要である。  

民営化や外部委託の可否  
】可l   

（理由）  

否  

広報戦略等にたけている事業者に委託することは可能。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   l   有   
（有の場合の整理の考え方）  

施策に関する  事業の有効性l    個人レベルにおける新型インフルエンザに対する準備が進み かつ新型インフ／レエンザ   
評価結果の概  発生時冷静な対応や感染防止を期待できる∩  
要と達成すべき  
目標等  

発生時の対応について必要な知識を国民が持つことで新型インフルエンザ発生時、被害  
を軽微にすることにつながる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：533百万円）  



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1  新型インフルエンザの周知    新型インフルエンザの認知率の向上が、普及啓発の進  

率（80％以上／平成21年  
度）  

（調査名・資料出所、備考）  
健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

闇め重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

当部局名：健康 評価実施時期：平成20年8月  担局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（医療体制の整備）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  
政策休系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  

位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

新型インフルエンザ発生に備え、感染症指定医療機関及び新型インフルエンザ発生時に患者を受  
事業の概要     け入れる協力医療機関を対象に、設備（人工呼吸器、個人防護具、簡易ベッド）整備補助を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要件の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に混乱を招かないよう、国、都道府県が主導し、医  
療体制を整備する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋■l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最′日限に食い止めるための医療体制の確保について施策を行うことは必  
要である∩  
民営化や外部 可  委託の可否  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価    事業の有効件l  

新型インフルエンザが発生したとき、必要な医療体制の確保が新型インフルエンザの  

施策に関する  
まん妊防止につながり、被害を最′」Ⅷ艮にするためにヰー必要である∩  

評価結果の概  

要と達成すべき  新型インフルエンザが発生した場合、最大10万1千人の入院患者が見込まれている。   
目標等  こうした患者に対応できる体制を整備するため、感染症指定医療機関及び協力医療機関  

に設備整備を行うことは、被害軽減に督するため効率的である∩  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：3，125百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  人工呼吸器の購入数  人工呼吸器の購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
（単位：台／平成21年度    医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

末）  ものである（  

2  個人防護具の購入数  個人防護具の購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
（単位：台／平成21年度    医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

ヰ）のである∩  

3  簡易ベッドの購入数（単位    簡易ベッドの購入数は、新型インフルエンザ発生時に、  
：台／平成21年度末）  医療従事者が医療を提供するための体制の充実を示す  

ものである∩  
（調査名・資料出所、備考）  
・指標は健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  

12   



平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名二健康局結核感染症課   

事業名  新型インフルエンザ対策事業費（プレパンデミックワクチンの社会機能維持者への接種体制整備）   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5  
政策体系上の            感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保するこ  

位置付け              と  

施策目標5－1  
感染症の発生・まん延の防止を図ること   

プレパンデミックワクチンを医療従事者等・社会機能維持者に安全性・有効性の確認をしながら  

事業の概要     段階的に事前接種を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した際に社会機能の混乱を招かないよう、国、都道府県が  
主導し、社会機能を維持する必要がある。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 栴一l  無  その他  
（理由）  

新型インフルエンザは、いつ、どこで発生するか不明であり、国の危機管理上の責務  
として、被害を最小限に食い止めるための社会機能の維持について施策を行うことは必  
要である∩  
民営化や外部委託の可否  向1   否  
（理由）  

新型インフルエンザが発生した場合における危機管理体制の構築は、行政が主導とな  
って計画的に行うべき事業である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効件の評価  

施策に関する  
評価結果の概  

事業の有効性l  

要と達成すべき  
新型インフルエンザが発生したとき、社会機能を維持する業務に従事する者を確保す  

社会機能 ることにより、を維持し、混乱を最′」、限にするためにヰ、必要である∩  
目標等  

事前接種を行わず、新型インフルエンザ発生時に、必要な社会機能維持者を確保でき  
なかった場合、社会機能維持に関わる事業が継続できず、膨大な社会的損失を生じさせ  
るおそれがあるので、必要な社会機能維持者に対してワクチンの事前接種を行うことは  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：5，490百万円）   
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アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／う幸成時期）  

1  プレパンデミックワクチン    接種者数は、新型インフルエンザ発生時に、社会機  
の接種者数（単位：人／未    能維持に従事できる者の数であり、パンデミックにお  

ける社会機能維持の体制の充実を示すヰーのであるハ  
（調査名・資料出所、備考）  
・指標は健康局結核感染症課調べ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「ワクチン等の研究開発・備蓄、医療体制の整備など、新型インフルエ  
関係する施政  ンザ対策の 強化を行う。」  
方針演説等内  

閤の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

担当部局名＝医政局研究開発振興 評価実施時期：、  平成20年8月  課   

事業名  グローバル臨床研究拠点整備事業   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかることのできる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

政策体系上の        施策目標9   

位置付け   新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること  
施策目標9－1  

新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること   

平成21年度から、治験拠点医療機関等に対して、国際共同臨床研究を行うための医師、臨床研  
究コーディネーター、外国語対応が可能なスタッフ等の確保、外国語対応可能な倫理審査委員会の  

事業の概要        設置等の人的な体制確保及び多様な研究に対応できる設備等の充実を図り、国際共同臨床研究に十  
分対応可能な体制整備を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）   隋1  無  その他  

本事業は、優れた医療技術の臨床応用を可能とする体制・基盤を整備し、より良い医  
薬品、医療機器等をより迅速に提供することにより、国民の保健衛生の向上を果たすと  
いう匡の役割の一環として行うものである∩  
同で行うノ〃、専性の有無（幸に同と珊方の役割分担の観点から）l 隋1  無   その他  
（理由）  

当該事業は、治験拠点医療機関等（国立高度医療センターを含む）が、全国の国民の  
保健衛生の向上のために行うものである。  

民営化や外部委託の可否  可  否  
（理由）  

本事業が軌道に乗り国際共同治験等が促進されれば、治験拠点医療機関等が自らの負  
担や医薬品、医療機器メーカーからの負担等により、実施可能。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効ノ性の評価  

事業の有効性l    国際共同臨床研究を積極的に行うことにより、すぐれた医療技術の臨床応用が促進さ  
施策に関する  れ、医薬品や医療機器の開発も含めた新たな医療技術の迅速な開発が期待される。  

評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  国際共同治験等が促進されることにより、医薬品等の承認審査が迅速かつ効率的に実  
施されることとなり、国民が早期に新たな医薬品等による恩恵を受けることができる。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：3，000百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

ロ  国際共同治験届出数  本事業により国際的な共同研究がどのくらい実施され  
るようになったか  

（調査名・資料出所、備考）  

・指標は、医薬食品局審査管理課調べ。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  グローバル臨床研究拠点数    本事業によりグローバル（世界的規模で展開する）臨  
床研究拠点がいくつ整備されたか  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標は、医薬食品局審査管理課調べ。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「革新的医薬品・医    平成20年5月  ・臨床研究・治験については、中央IRB機能等を有し 高度な国際共  
関係する施政  

る5か年戦略」  方針演説等内                13日改定      療機器の創出に関す      同研究の実施が可能なグローバル臨床研究拠点を整備する。（平成21 年度から措置；厚生労働省）  閣の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名＝健康局総務課生活習慣病対策室   

事業名  女性の健康支援対策事業費   

基本目標Ⅰ  
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標11  
政策体系上の 位置付け           妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、  

国民的な健康づくりを推進すること  

施策目標11－2  
生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること   

女性の健康づくりを支援するため、都道府県において、①乳がん・子宮がん②骨粗髭症③若い女  
性のやせ対策④更年期障害、更年期症状等について、下記事業等を例として、地域の実情を把握す  
るとともに創意工夫をこらした事業を実施するものである。  

事業の概要           a調査及び事業推進に係る企画・評価検討会  

b地域における女性の健康に関する実態調査  
c若年女性のための女性の健康手帳の作成・交付  
d研修事業（健康相談員の育成等）   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾l  無  その他  
（理由）  

新健康フロンティア戦略（平成19年4月18日、新健康フロンティア戦略賢人会議）に  
おいて「女性の健康力」が柱の1つに位置付けられる等、国として女性の健康づくりを  
総合的に支援する必要があるため∩  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋‾l  無  その他  
（理由）  

本事業により、国が都道府県での取組を促進することにより、地域における女性の健  
康づくりに関する課題について地域の実情に応じた取組を実施することができ、健康へ  
の意識が高まり稔診の受診につながる 

民営化や外部委託の可否  可   
（理由）  

本事業は、都道府県の取組に係わる費用の一部を補助する事業であることから、事業  
の性質上、民営化や外部委託は困難である。  

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無   有   
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有効性の評価    事業の有効性】    本事業により、女性の健康づくりに関する地域の課題に応じた取組の立案▲実施が可  
能となり、その結果検診受診率の向上が見込まれる（  

施策に関する  本事業は、女性の健康づくりに取り組む都道府県において、地域の実情を把握し、そ  
評価結果の概  れに応じた取組を実施するものであるため、地域の健康課題に対応した取組を効率的に  

要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：150百万円）   
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  乳がん検診受診率（単位：    女性の健康づくりを支援する取組を実施することによ  
％）  り、健康への意識が高まり検診の受診につながる。  
（前年度以上／毎年度）  

2  子宮がん検診受診率（単位    女性の健康づくりを支援する取組を実施することによ  
：％）  り、健康への意識が高まり検診の受診につながる。  
（前年度以上／毎年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1及び指標2は、「地域保健・老人保健事業報告の概況」（厚生労働省大臣官房  
統計情報部）による。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  本事業の補助件数  本事業がどれだけ実施されているかを示すもの。  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1は、健康局総務課生活習慣病対策室調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  

（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名＝労働基準局安全衛生部化学物質対策課   

事業名  ナノマテリアルの有害性等の試験等   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   安全・安心な職場づくりを推進すること  
施策目標2－1  

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること   

長期発がん性試験方法の確立のため、ナノマテリアル吸入ばく露装置の試作及び試験運転による  
事業の概要     性能の確認を行う。   

【評価結果の概要】  

（2）有効性の評価  
投入→活動→結果→成 

政策効果が孝旨瑚．する経路（果）l   ナノマテリアルの有害性試験の実施 → 試験結果の公表 → 労働者へのばく露防  
施策に関する  

評価結果の概 要と達成すべき  

ナノマテリアルの有害性を明らかにすることにより、労働者の健康の確保が図られる。  
目標等  

（3）効率性の評価  

本事業を実施するに当たり、公募を行い、専門的ノウハウを待った者に委託すること  
により効率的な実施が図られる∩  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  長期発がん性試験方法の確   ナノマテリアルの人への生体影響は未解明であり、ま  
立のためのナノマテリアル   た、生体影響を調べるための長期発がん性の試験方法  
吸入ばく露装置1基の試作  
（平成21年摩）  

2  試作した吸入ばく露装置に   ナノマテリアル長期発がん性試験を実施する上で実験  
ついて代表的ナノマテリア  
ル1物質を用いての装置の  

（調査名・資料出所、備考）  
ナノマテリアルの有害性等の試験等調査結果報告書による。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重婁政策  
（主なもの）  
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥労働基準局安全衛生部労働衛生課   

事業名  円滑な職場復帰支援のための職場復帰等相談員の配置   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標2   

位置付け   安全・安心な職場づくりを推進すること  
施策目標2－1  

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること   

各都道府県単個こ設置されている「メンタルヘルス対策支援センター」に、職場復帰等相談員を  
事業の概要     配置し、事業場がメンタルヘルス不調により休業していた労働者の円滑な職場復帰支援を行うに際  

し、必要な助言等を行う。   

【評価結果の概要】  
rl）」拓専一件の評価  

与の必要性の有無（主に官民の1貨割分担の雀8．点から）  l 隋1  その他  
行政関  
メンタルヘルス不調になった労働者の職場復帰対策については、大企業を除き、民間  

に十分なノウハウが蓄積されておらず、また、その性質からして事業者による自主的な  
取組みが期待しにくいことから、行政がその取組みに関与するとともに、支援を行うこ  
とが必要である。′  

これに加えて、事業者に対する助言等に当たって、必要に応じ民間の復職支援機関等  
を紹介することから、事業の性格上、営利企業による運営になじまないため、国が関与  
して安施する必習が矛）ろ（  

同で行う必要性の有無（主に回と．帥方の役割分担の観点から）ll右■l  無   その他  
（理由）  

全国どの地域ぺこおいても、一定程度のサービスの水準を確保するため、国が当該事業  
を取り組む必要がある。  

外部委託の可否  
I  l可1  

（理由）  

否  

職場復帰支援を始めとするメンタルヘルス対策に係る十分な知見を有するとともに、  
各地域における事業場外資源との連携を図り、事業者に対し的確な助言等が行える専門  
家などの一定の知識を有する人材を確保することができる全国組織を有する団体に委託  
することができる 
仙の葦百イ以事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無  l   有  閑  
（有の場合の整理の考え方）  

（2）有功1件の評価  

政う宥効果が発現する；経路 ‖督入→活動一→結果→成果）l    全国47の都道府一県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターに円滑な職場  

復帰支援のための職場復帰等相談員の配置→事業者等からの職場復帰支援に関する的確  
な助言等の実施→メンタルヘルス不調により休業している労働者の円滑な職場復帰の促  

施策に関する 評価結果の概  

要と達成すべき  
目標等  

場復帰等相談員を配置することにより、地域の実情に応じた効率的  
な取組を図れるヰ，のである。   
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